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大津市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を公布する。  

 令和元年９月30日 

大津市長  越    直  美 

大津市条例第23号 

大津市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

大津市一般職の職員の給与に関する条例（昭和32年条例第21号）の一部を次のように改正する。 

第20条第１項中「、若しくは法第16条第１号に該当して法第28条第４項の規定により失職し」を削り、同条第

４項中「、若しくは失職し」を削る。 

第20条の２第２号中「（法第16条第１号に該当して失職した職員を除く。）」を削り、同条第３号及び第４号

中「禁錮
こ

」を「禁錮」に改める。 

第21条第１項中「、若しくは法第16条第１号に該当して法第28条第４項の規定により失職し」を削り、同条第

２項第１号中「、若しくは失職し」を削る。 

第22条第８項中「当該各項に」を「これらの規定に」に改め、「、若しくは法第16条第１号に該当して法第28

条第４項の規定により失職し」を削り、「当該各項の」を「それぞれ第２項又は第３項の規定の」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和元年12月14日から施行する。  

 

市 章 
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 （経過措置） 

２ この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に

関する法律（令和元年法律第37号）による改正前の地方公務員法（昭和25年法律第261号。以下「旧法」とい

う。）第16条第１号に該当して旧法第28条第４項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支

給については、この条例による改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例の規定にかかわらず、なお従

前の例による。 

 

 

平成31年度における職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例を公布する。  

 令和元年９月30日 

大津市長  越    直  美 

大津市条例第24号 

平成31年度における職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例 
平成31年度における職員の給与の特例に関する条例（平成31年条例第２号）の一部を次のように改正する。 

題名中「平成31年度」を「令和元年度」に改める。 

 第１条中「平成32年３月31日」を「令和２年３月31日」に改める。 

附則を附則第１項とし、附則に次の１項を加える。 

２ 令和元年10月１日から同月31日までの間における市長の給料月額に係る第１条の規定の適用については、同

条中「100分の30」とあるのは、「100分の100」とする。 

附 則 

 この条例は、令和元年10月１日から施行する。ただし、題名及び第１条の改正規定は、公布の日から施行する。 

 

 

大津市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例を公布する。  

 令和元年９月30日 

大津市長  越    直  美 

大津市条例第25号 

大津市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例 

大津市職員退職手当支給条例（昭和37年条例第７号）の一部を次のように改正する。 

第７条第６項第２号中「第８条第３項」を「第８条第１項第５号」に改める。 

第11条第１項第２号中「（同法第16条第１号に該当する場合を除く。）」を削る。 

附則第７項中「平成34年３月31日」を「令和４年３月31日」に改める。 

附 則 

この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第７条第６項第２号及び附則第７項の改正規定は、公

布の日から施行する。 

 

 

大津市手数料条例の一部を改正する条例を公布する。  

 令和元年９月30日 

大津市長  越    直  美 

大津市条例第26号 

   大津市手数料条例の一部を改正する条例 

大津市手数料条例（平成12年条例第12号）の一部を次のように改正する。 

別表第15項中「検診等」を「検診」に改め、同項第１号中「肝炎ウイルス検査」を「肝炎ウイルス検診」に改

め、同項第２号中「歯周疾患検診」を「歯周病検診」に改め、同項第４号及び第５号中「1,000円」を「1,600

円」に改め、同項第６号中｢1,800円｣を「2,000円」に、「1,300円」を「1,600円」に、「1,500円」を「2,100

円」に、「1,200円」を「1,800円」に改め、同項第７号中「600円」を「800円」に改め、同項第８号中「500

円」を「800円」に改め、同表第16項第３号の表貯蔵所の項中「1,580,000円」を「1,590,000円」に、

「1,940,000円」を「1,950,000円」に、「2,260,000円」を「2,270,000円」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和元年10月１日から施行する。ただし、別表第15項の改正規定は、令和２年４月１日から施行

する。 
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大津市総合保健センター条例及び大津市手数料条例の一部を改正する条例を公布する。  

 令和元年９月30日 

大津市長  越    直  美 

大津市条例第27号 

   大津市総合保健センター条例及び大津市手数料条例の一部を改正する条例 

 （大津市総合保健センター条例の一部改正） 

第１条 大津市総合保健センター条例（昭和63年条例第38号）の一部を次のように改正する。 

  第３条中「センターは」を「センターにおいては」に改め、同条第２号中「乳児及び幼児並びに」を削り、

同条中第３号を削り、第４号を第３号とする。 

  第４条を次のように改める。 

（使用料） 

第４条 センターにおいて女性健診（18歳以上40歳未満の女性に対して行う健康診査をいう。）を受診する者

（以下「受診者」という。）は、使用料として2,500円（市内に住所又は勤務場所を有する者以外の者にあ

っては、5,000円）を納付しなければならない。 

２ 受診者であって、当該受診に合わせて胸部エックス線撮影を受けるものは、その使用料として500円を納

付しなければならない。 

３ 受診者であって、その受診の間、その養育する子（原則として小学校就学前の子に限る。）をセンターに

おいて保育するサービスを受けるものは、その使用料として500円を納付しなければならない。 

４ 受診者その他市長が必要と認める者であって、骨密度の測定を受けるものは、その使用料として500円を

納付しなければならない。 

  第５条の見出しを「（使用料の減免）」に改め、同条第２項を削る。 

第６条の見出しを「（使用料の不還付）」に改め、同条中「又は利用料金」を削る。 

第７条から第11条までを削り、第12条を第７条とする。 

別表第１及び別表第２を削る。 

 （大津市手数料条例の一部改正） 

第２条 大津市手数料条例（平成12年条例第12号）の一部を次のように改正する。 

  第６条中「別表第18項第１号」を「別表第19項第１号」に改める。 

第７条中「別表第27項第１号」を「別表第28項第１号」に改める。 

  別表第60項第３号及び第５号中「第18項第１号」を「第19項第１号」に改め、同項を同表第61項とし、同表

第59項第２号及び第４号中「第18項第１号」を「第19項第１号」に改め、同項を同表第60項とし、同表第52

項から第58項までを１項ずつ繰り下げ、同表第51項第１号ア(ア)の表中「第59項及び第60項」を「第60項及び

第61項」に改め、同号イ中「第18項第１号」を「第19項第１号」に改め、同項を別表第52項とし、同表第50

項中「第18項第１号」を「第19項第１号」に改め、同項を同表第51項とし、同表第19項から第49項までを１

項ずつ繰り下げ、同表第18項第４号イ中「第60項に」を「第61項に」に改め、同号イの表備考中「別表第60項

第１号」を「第61項第１号」に改め、同項を別表第19項とし、同表中第17項を第18項とし、第16項を第17項

とし、第15項の次に次の１項を加える。 

16 幼児健診の際に実施する虫歯予防処置 １件につき 400円。ただし、市内に住所を有する者であって、

生活保護法による被保護世帯又は市民税非課税世帯に属するものその他これに準ずる者として市長が定める

者については、手数料を徴収しない。 

   附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 

大津市伊香立環境交流館条例の一部を改正する条例を公布する。  

 令和元年９月30日 

大津市長  越    直  美 

大津市条例第28号 

大津市伊香立環境交流館条例の一部を改正する条例 

大津市伊香立環境交流館条例（平成５年条例第３号）の一部を次のように改正する。 

第４条第２項中「午後５時」を「午後10時」に、「別表に掲げる」を「毎時０分から始まる１時間を単位とす

る」に改め、同項ただし書を削り、同条第３項第２号中「き損」を「毀損」に改める。 

第５条ただし書を削る。 

別表を次のように改める。 
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別表（第５条関係） 

室名 使用料 

ホール １時間につき 930円 

会議室  １時間につき 290円 

和室  １時間につき 130円 

附 則 

１ この条例は、令和元年10月１日から施行する。 

２ 改正後の大津市伊香立環境交流館条例の規定は、この条例の施行の日以後に行うホール等の使用の許可につ

いて適用し、同日前に行われたホール等の使用の許可については、なお従前の例による。 

 

 

大津市民生委員の定数を定める条例の一部を改正する条例を公布する。  

 令和元年９月30日 

大津市長  越    直  美 

大津市条例第29号 

大津市民生委員の定数を定める条例の一部を改正する条例 

大津市民生委員の定数を定める条例（平成26年条例第７号）の一部を次のように改正する。 

「654人」を「657人」に改める。 

附 則 

この条例は、令和元年12月１日から施行する。 

 

 

大津市子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例を公布する。  

 令和元年９月30日 

大津市長  越    直  美 

大津市条例第30号 

大津市子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する 

基準を定める条例の一部を改正する条例 

第１条 大津市子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例（平成26年条例第60号）の一部を次のように改正する。 

第42条第１項中「この項」の次に「から第５項まで」を加え、同項第２号中「をいう」の次に「。以下この

条において同じ」を加え、同条第４項を同条第９項とし、同条第３項中「を行う者であって、第37条第２項の

規定により定める利用定員の数が20人以上のもの」を「（第37条第２項の規定により定める利用定員が20人以

上のものに限る。次項において「保育所型事業所内保育事業」という。）を行う者」に改め、同項を同条第７

項とし、同項の次に次の１項を加える。 

８ 保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、児童福祉法第６条の３第12項第２号に規定する事業を行うも

のであって、市長が適当と認めるもの（附則第５条において「特例保育所型事業所内保育事業者」とい

う。）については、第１項本文の規定にかかわらず、連携施設の確保をしないことができる。 

第42条中第２項を第６項とし、第１項の次に次の４項を加える。 

２ 市長は、特定地域型保育事業者による代替保育の提供に係る連携施設の確保が著しく困難であると認める

場合であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たすと認めるときは、前項第２号の規定を適用しないこと

とすることができる。 

 ⑴ 特定地域型保育事業者と前項第２号に掲げる事項に係る連携協力を行う者（以下この項及び次項におい

て「代替保育提供者」という。）との間でそれぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。 

⑵ 代替保育提供者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにするための措置が講じられていること。 

３ 前項の場合において、特定地域型保育事業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号

に定める者を代替保育提供者として適切に確保しなければならない。 

  ⑴ 当該特定地域型保育事業者が特定地域型保育事業を行う場所又は事業所（次号において「事業実施場

所」という。）以外の場所又は事業所において代替保育が提供される場合 小規模保育事業Ａ型事業者等
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（家庭的保育事業等基準条例第６条第３項第１号に規定する小規模保育事業Ａ型事業者等をいう。次号に

おいて同じ。） 

⑵ 事業実施場所において代替保育が提供される場合 事業の規模等を勘案して小規模保育事業Ａ型事業者

等と同等の能力を有すると市長が認める者 

４ 市長は、特定地域型保育事業者による第１項第３号に掲げる事項に係る連携施設の確保が著しく困難であ

ると認めるときは、同号の規定を適用しないこととすることができる。 

５ 前項の場合において、特定地域型保育事業者は、児童福祉法第59条第１項に規定する施設のうち、次の各

号に掲げる要件のいずれにも該当する施設であって、市長が適当と認めるものを第１項第３号に掲げる事項

に係る連携協力を行う者として適切に確保しなければならない。 

  ⑴ 法第59条の２第１項の規定による助成を受けている者の設置する施設（児童福祉法第６条の３第12項に

規定する業務を目的とするものに限る。）であること。 

 ⑵ 利用定員が20人以上の施設であること。 

  附則第５条中「特定地域型保育事業者」の次に「（特例保育所型事業所内保育事業者を除く。）」を加え、

「５年」を「10年」に改める。 

第２条 大津市子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例の一部を次のように改正する。 

  第２条中「この」を「前項に定めるもののほか、この」に、「及び」の次に「令並びに」を加え、同条を同

条第２項とし、同項の前に次の１項を加える。 

   この条例において「満３歳未満保育認定子ども」とは、子ども・子育て支援法施行令（平成26年政令第

213号。以下「令」という。）第４条第２項に規定する満３歳未満保育認定子どもをいう。 

第３条第１項中「適切な内容」を「適切であり、かつ、子どもの保護者の経済的負担の軽減について適切に

配慮された内容」に改める。 

第４条の見出しを削る。 

第５条第１項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、「対し」の次に「、第13条の

規定により支払を受ける費用に関する事項」を加え、「、利用者負担」を削る。 

第６条の見出し中「利用申込みに対する」を削り、同条第１項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認

定保護者」に改め、同条第２項及び第３項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、同

条第４項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第５項中「支給認定子ども」を

「教育・保育給付認定子ども」に改める。 

第７条第２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改める。 

第８条中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に、「支給認定の」を「教育・保育給付認定

の」に、「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改める。 

第９条の見出し及び同条第１項中「支給認定」を「教育・保育給付認定」に改め、同条第２項中「支給認定

の」を「教育・保育給付認定の」に、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。 

第10条及び第11条中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改める。 

第13条第１項及び第２項を次のように改める。 

   特定教育・保育施設は、特定教育・保育を提供した際は、教育・保育給付認定保護者（満３歳未満保育認

定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に限る。）から当該特定教育・保育に係る利用者負担額（満３歳

未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第27条第３項第２号の規定に基づき市町

村が定める額をいう。）の支払を受けるものとする。 

２ 特定教育・保育施設は、法定代理受領によらない特定教育・保育を提供したときは、教育・保育給付認定

保護者から、当該特定教育・保育に係る特定教育・保育費用基準額（法第27条第３項第１号に掲げる額をい

う。次項及び次条第２項において同じ。）の支払を受けるものとする。 

第13条第３項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第４項中「支給認定保護

者から」を「教育・保育給付認定保護者から」に改め、同項第３号を次のように改める。 

⑶ 食事の提供（次に掲げるものを除く。）に要する費用 

 ア 次の(ア)又は(イ)に掲げる満３歳以上教育・保育給付認定子どものうち、その教育・保育給付認定保護

者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額がそれぞ

れ(ア)又は(イ)に定める金額未満であるものに対する副食の提供 

(ア) 法第19条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども 77,101 

 円 

(イ) 法第19条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども（特定満 

３歳以上保育認定子どもを除く。イ(イ)において同じ。） 57,700円（令第４条第２項第６号に規定
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する特定教育・保育給付認定保護者にあっては、77,101円） 

 イ 次の(ア)又は(イ)に掲げる満３歳以上教育・保育給付認定子どものうち、負担額算定基準子ども又は小

学校第３学年修了前子ども（小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第１学年か

ら第３学年までに在籍する子どもをいう。以下このイにおいて同じ。）が同一の世帯に３人以上いる場

合にそれぞれ(ア)又は(イ)に定める者に該当するものに対する副食の提供（アに該当するものを除く。） 

(ア) 法第19条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども 負担額

算定基準子ども又は小学校第３学年修了前子ども（そのうち最年長者及び２番目の年長者である者を

除く。）である者 

(イ) 法第19条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども 負担額

算定基準子ども（そのうち最年長者及び２番目の年長者である者を除く。）である者 

   ウ 満３歳未満保育認定子どもに対する食事の提供 

 第13条第４項第５号並びに同条第５項及び第６項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に

改める。 

  第14条第１項中「第28条第１項に規定する特例施設型給付費を含む。以下この項において」を「第27条第１

項の施設型給付費をいう。以下」に、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第２

項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。 

  第16条第２項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。 

  第17条中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に、「その保護者」を「当該教育・保育給付

認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者」に改める。 

  第18条中「支給認定子どもに」を「教育・保育給付認定子どもに」に、「支給認定子どもの保護者」を「教

育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者」に改める。 

 第19条の見出し中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条中「支給認定子どもの

保護者」を「教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者」に改める。 

 第20条第５号中「支給認定保護者から受領する利用者負担その他の」を「第13条の規定により教育・保育給

付認定保護者から支払を受ける」に改める。 

 第21条第１項及び第２項並びに第24条（見出しを含む。）から第26条までの規定中「支給認定子ども」を

「教育・保育給付認定子ども」に改める。 

 第27条第１項及び第２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、同条第３項中「支

給認定子どもに」を「教育・保育給付認定子どもに」に、「支給認定子どもの保護者」を「教育・保育給付認

定子どもに係る教育・保育給付認定保護者」に改める。 

 第28条第１項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。 

 第30条第１項中「支給認定子ども又は支給認定保護者」を「教育・保育給付認定子ども又は教育・保育給付

認定保護者」に、「支給認定子どもの」を「教育・保育給付認定子どもの」に、「支給認定子ども等」を「教

育・保育給付認定子ども等」に改め、同条第３項及び第４項中「支給認定子ども等」を「教育・保育給付認定

子ども等」に改める。 

 第32条第２項及び第４項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改める。 

 第34条第２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、同項第１号及び第３号中「に

規定する」を「の規定による」に改める。 

 第35条第１項及び第２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、同条第３項中「含

むものとして、この章」を「、施設型給付費には特例施設型給付費（法第28条第１項の特例施設型給付費をい

う。次条第３項において同じ。）を、それぞれ含むものとして、前節」に、「とする」を「と、第13条第２項

中「法第27条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第28条第２項第２号の内閣総理大臣が定める基準によ

り算定した費用の額」と、同条第４項第３号イ(ア)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給

付認定子ども（特別利用保育を受ける者を除く。）」と、同号イ(イ)中「教育・保育給付認定子ども」とあるの

は「教育・保育給付認定子ども（特別利用保育を受ける者を含む。）」とする」に改める。 

  第36条第１項及び第２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、同条第３項中「含

むものとして、この章」を「、施設型給付費には特例施設型給付費を、それぞれ含むものとして、前節」に改

め、「同項第１号」の次に「又は第２号」を加え、「第13条第４項第３号中「除き、同項第２号に掲げる小学

校就学前子どもについては主食の提供に係る費用に限る」とあるのは「除く」を「「の同号」とあるのは「の

同項第１号」と、第13条第２項中「法第27条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第28条第２項第３号の

内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第４項第３号イ(ア)中「教育・保育給付認定子ど

も」とあるのは「教育・保育給付認定子ども（特別利用教育を受ける者を含む。）」と、同号イ(イ)中「教育・

保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども（特別利用教育を受ける者を除く。）」に改め
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る。 

  第37条の見出しを削り、同条第１項中「のうち、家庭的保育事業にあってはその」を「（事業所内保育事業

を除く。）の」に、「）の数を」を「）の数は、家庭的保育事業にあっては」に改め、「その利用定員の数

を」を削り、「附則第４条」を「附則第３条」に改める。 

 第38条第１項中「連携協力の概要」の次に「、第43条の規定により支払を受ける費用に関する事項」を加え、

「、利用者負担」を削る。 

第39条第１項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第２項中「同号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ども（特定満３歳以上保育認定子

どもを除く。以下この章において同じ。）」に、「支給認定子どもが」を「満３歳未満保育認定子どもが」に

改め、同条第３項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第４項中「支給認定子

ども」を「満３歳未満保育認定子ども」に改める。 

  第40条第２項中「法第19条第１項第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども」を「満３

歳未満保育認定子ども」に改める。 

  第41条中「支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定こども」に改める。 

  第42条第１項中「附則第５条」を「附則第４条」に改め、同項第１号中「支給認定子ども」を「満３歳未満

保育認定子ども」に改め、同項第３号中「支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ども」に、「支給認定

保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第８項中「附則第５条」を「附則第４条」に改め、同

条第９項中「支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ども」に改める。 

  第43条第１項及び第２項を次のように改める。 

特定地域型保育事業者は、特定地域型保育を提供した際は、教育・保育給付認定保護者から当該特定地域

型保育に係る利用者負担額（法第29条第３項第２号の規定に基づき市町村が定める額をいう。）の支払を受

けるものとする。 

２ 特定地域型保育事業者は、法定代理受領によらない特定地域型保育を提供したときは、教育・保育給付認

定保護者から、当該特定地域型保育に係る特定地域型保育費用基準額（法第29条第３項第１号に掲げる額を

いう。次項において同じ。）の支払を受けるものとする。 

 第43条第３項から第６項までの規定中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。 

 第46条第５号中「支給認定保護者から受領する利用者負担その他の」を「第43条の規定により教育・保育給

付認定保護者から支払を受ける」に改める。 

 第47条第１項及び第２項中「支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ども」に改める。 

 第49条第２項中「支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ども」に改め、同項第２号及び第３号中「に

規定する」を「の規定による」に改める。 

 第50条中「特定地域型保育事業」を「特定地域型保育事業者、特定地域型保育事業所及び特定地域型保育」

に、「第14条第１項」を「第11条中「教育・保育給付認定子どもについて」とあるのは「教育・保育給付認定

子ども（満３歳未満保育認定子どもに限り、特定満３歳以上保育認定子どもを除く。以下この節において同

じ。）について」と、第14条の見出し中「施設型給付費等」とあるのは「地域型保育給付費等」と、同条第１

項」に、「第28条第１項に規定する特例施設型給付費」を「第27条第１項の施設型給付費をいう。以下」に、

「第30条第１項に規定する特例地域型保育給付費」を「第29条第１項の地域型保育給付費をいう。以下この項

及び第19条において」と、「施設型給付費の」とあるのは「地域型保育給付費の」に改め、「第43条第２項」

と」の次に「、「特定教育・保育費用基準額」とあるのは「特定地域型保育費用基準額」と、「特定教育・保

育提供証明書」とあるのは「特定地域型保育提供証明書」と、第19条中「施設型給付費」とあるのは「地域型

保育給付費」と」を加える。 

  第51条第１項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、同条第２項中「支給認定子ど

も及び」を「教育・保育給付認定子ども及び」に、「同項第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給

認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ども」に、「支給認定子どもを」を「教育・保育給付認定子どもを」

に改め、同条第３項中「含む」を「、地域型保育給付費には特例地域型保育給付費（法第30条第１項の特例地

域型保育給付費をいう。次条第３項において同じ。）を、それぞれ含む」に、「第39条第２項及び第40条第２

項を除く」を「第40条第２項を除き、前条において準用する第８条から第14条まで（第10条及び第13条を除

く。）、第17条から第19条まで及び第23条から第33条までの規定を含む。次条第３項において同じ。」に改め、

同項に後段として次のように加える。 

この場合において、第39条第２項中「第19条第１項第３号」とあるのは「第19条第１項第１号」と、「満

３歳未満保育認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。以下この章において同じ。）」とあるの

は「同号又は同項第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども（第52条第１項

の規定により特定利用地域型保育を提供する場合にあっては、当該特定利用地域型保育の対象となる法第19
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条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもを含む。）」と、「支給

認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる満３

歳未満保育認定子どもが優先的に利用できるよう、」とあるのは「抽選、申込みを受けた順序により決定す

る方法、当該特定地域型保育事業者の保育に関する理念、基本方針等に基づく選考その他公正な方法によ

り」と、第43条第１項中「教育・保育給付認定保護者」とあるのは「教育・保育給付認定保護者（特別利用

地域型保育の対象となる法第19条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定

子どもに係る教育・保育給付認定保護者を除く。）」と、同条第２項中「第29条第３項第１号に掲げる額」

とあるのは「第30条第２項第２号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第３項中

「前２項」とあるのは「前項」と、同条第４項中「前３項」とあるのは「前２項」と、「掲げる費用」とあ

るのは「掲げる費用及び食事の提供（第13条第４項第３号ア又はイに掲げるものを除く。）に要する費用」

と、同条第５項中「前各項」とあるのは「前３項」とする。 

 第52条第１項及び第２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、同条第３項中「含

む」を「、地域型保育給付費には特例地域型保育給付費を、それぞれ含む」に改め、同項に後段として次のよ

うに加える。 

この場合において、第43条第１項中「教育・保育給付認定保護者」とあるのは「教育・保育給付認定保護

者（特定利用地域型保育の対象となる法第19条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・

保育給付認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもに限る。）に係る教育・保育給付認定保護者に限

る。）」と、同条第２項中「第29条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「第30条第２項第３号の内閣総理

大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第４項中「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用及び

食事の提供（特定利用地域型保育の対象となる特定満３歳以上保育認定子どもに対するもの及び満３歳以上

保育認定子ども（令第４条第１項第２号に規定する満３歳以上保育認定子どもをいう。）に係る第13条第４

項第３号ア又はイに掲げるものを除く。）に要する費用」とする。 

  附則第２条第１項中「法第27条第３項第２号の規定に基づき市町村が定める額（特定教育・保育施設が」を

「教育・保育給付認定保護者（満３歳未満保育認定子ども」に、「当該特定教育・保育施設が」と、「定める

額とする。）をいう。）」とあるのは「定める額をいう」を「教育・保育給付認定保護者（満３歳未満保育認

定子ども（特定保育所（法附則第６条第１項に規定する特定保育所をいう。次項において同じ。）から特定教

育・保育（保育に限る。第19条において同じ。）を受ける者を除く。以下この項において同じ」に、「法第27

条第３項第１号に掲げる額」を「当該特定教育・保育」に、「法附則第６条第３項の規定により読み替えられ

た法第28条第２項第１号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該特

定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額」を「当該特定教

育・保育（特定保育所における特定教育・保育（保育に限る。）を除く。」に改める。 

  附則第３条を削る。 

附則第４条中「次項」を「次条」に改め、同条を附則第３条とし、附則第５条を附則第４条とする。 

附 則 

この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は令和元年10月１日から施行する。 

 

 

大津市就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく幼保連携型認定こど

も園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を公布する。  

 令和元年９月30日 

大津市長  越    直  美 

大津市条例第31号 

大津市就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく幼保連携 

型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

大津市就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく幼保連携型認定こど

も園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成26年条例第61号）の一部を次のように

改正する。 

第21条第３項中「第２号から第８号まで」を「次の各号」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

大津市児童福祉施設条例の一部を改正する条例を公布する。  

 令和元年９月30日 
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大津市長  越    直  美 

大津市条例第32号 

大津市児童福祉施設条例の一部を改正する条例 

大津市児童福祉施設条例（昭和44年条例第８号）の一部を次のように改正する。 

第３条第１項第１号中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改める。 

第４条第１項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に、「支給認定保護者」を「教育・保育

給付認定保護者」に改める。 

第７条を第８条とし、第６条を第７条とし、第５条の次に次の１条を加える。 

（給食の提供に要する費用） 

第６条 保育所における保育を受ける教育・保育給付認定子どもであって、子ども・子育て支援法第19条第１項

第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当するものに係る教育・保育給付認定保護者は、規則で定めるところ

により、給食の提供に要する実費に相当する額として市長が定める額を市に納付しなければならない。 

附 則 

この条例は、令和元年10月１日から施行する。  

 

 

大津市児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を公

布する。  

 令和元年９月30日 

大津市長  越    直  美 

大津市条例第33号 

大津市児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す 

る条例 

大津市児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成24年条例第52号）の

一部を次のように改正する。 

第34条第８号中「次のイからクまでの」を「次に掲げる全ての」に改め、同号ア中「規定する耐火建築物」の

次に「（以下このアにおいて「耐火建築物」という。）」を、「除く。）」の次に「（保育室等を３階以上に設

ける建物にあっては、耐火建築物）」を加える。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

大津市立母子生活支援施設条例の一部を改正する条例を公布する。  

 令和元年９月30日 

大津市長  越    直  美 

大津市条例第34号 

大津市立母子生活支援施設条例の一部を改正する条例 

大津市立母子生活支援施設条例（平成22年条例第37号）の一部を次のように改正する。 

第４条第１項第２号中「第59条第２号」を「第30条第１項」に改める。 

附 則 

この条例は、令和元年10月１日から施行する。  

 

 

大津市立児童クラブ条例の一部を改正する条例を公布する。  

 令和元年９月30日 

大津市長  越    直  美 

大津市条例第35号 

大津市立児童クラブ条例の一部を改正する条例 

大津市立児童クラブ条例（平成12年条例第76号）の一部を次のように改正する。 

第４条第１項中「午前９時30分」を「午前11時」に改める。 

附 則 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 
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大津市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例を公布する。  

 令和元年９月30日 

大津市長  越    直  美 

大津市条例第36号 

大津市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例 
大津市災害弔慰金の支給等に関する条例（昭和49年条例第33号）の一部を次のように改正する。 

第15条第３項中「償還免除」を「償還金の支払猶予、償還免除、報告等」に、「、違約金及び償還金の支払猶

予」を「及び違約金」に、「第13条第１項及び」を「第13条、第14条第１項及び第16条並びに」に、「から第

11条まで」を「、第９条及び第12条」に改める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

大津市印鑑条例の一部を改正する条例を公布する。  

 令和元年９月30日 

大津市長  越    直  美 

大津市条例第37号 

大津市印鑑条例の一部を改正する条例 

第１条 大津市印鑑条例（昭和45年条例第29号）の一部を次のように改正する。 

第２条中「昭和42年法律第81号」の次に「。以下「法」という。」を加える。 

第４条第１号中「若しくは名又は氏名」を「、名若しくは通称（住民基本台帳法施行令（昭和42年政令第

292号）第30条の26第１項に規定する通称をいう。以下同じ。）又は氏名若しくは通称」に改め、同条第２号

中「氏名」の次に「又は通称」を加え、同条に次の１項を加える。 

２ 市長は、前項第１号及び第２号の規定にかかわらず、非漢字圏の外国人住民（法第30条の45に規定する外

国人住民をいう。以下同じ。）が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合

わせたもので表している印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。 

第10条第３号を次のように改める。 

⑶ 氏名、氏又は名（外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。）を変更したことに伴い、

登録を受けた印鑑が第４条第１項第１号に該当し、又は同条第２項の規定に該当しないことにより登録を

受けることができない印鑑に該当することとなったとき。 

第２条 大津市印鑑条例の一部を次のように改正する。 

  第４条第１項第１号中「、名」の次に「、旧氏（住民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号）第30条の

13に規定する旧氏をいう。以下同じ。）」を加え、「住民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号）第30条

の26第１項」を「同令第30条の16第１項」に改め、「又は氏名」の次に「、旧氏」を加え、同項第２号中「氏

名」の次に「、旧氏」を加える。 

  第10条第３号中「、氏」の次に「（氏に変更があった者にあっては、住民票に記録されている旧氏を含

む。）」を加える。 

附 則 

 この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は令和元年11月５日から施行する。 

 

 

大津市自動車駐車場条例の一部を改正する条例を公布する。  

 令和元年９月30日 

大津市長  越    直  美 

大津市条例第38号 

   大津市自動車駐車場条例の一部を改正する条例 
 大津市自動車駐車場条例（平成９年条例第42号）の一部を次のように改正する。 

          「 

第２条第１項の表中 
明日都浜大津公共駐車場 大津市浜大津四丁目１番１号 

 を 
大津駅南口公共駐車場 大津市逢坂一丁目１番１号 

                                        」 
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「    

明日都浜大津公共駐車場 大津市浜大津四丁目１番１号 に改め、同条第２項中「大津駅南口公共駐 

                                                         」 

車場及び」を削る。 

 第３条第３項中「、大津駅南口公共駐車場」を削る。 
 別表大津駅南口公共駐車場の項を削る。 

   附  則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 

大津市立学校の設置に関する条例の一部を改正する条例を公布する。  

 令和元年９月30日 

大津市長  越    直  美 

大津市条例第39号 

大津市立学校の設置に関する条例の一部を改正する条例 

大津市立学校の設置に関する条例（昭和39年条例第28号）の一部を次のように改正する。 

別表幼稚園の部仰木幼稚園の項及び雄琴幼稚園の項を削る。 

   附  則 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 

大津市学校給食共同調理場条例の一部を改正する条例を公布する。  

 令和元年９月30日 

大津市長  越    直  美 

大津市条例第40号 

大津市学校給食共同調理場条例の一部を改正する条例 

大津市学校給食共同調理場条例（昭和49年条例第５号）の一部を次のように改正する。 

第２条の表大津市東部学校給食共同調理場の項中「大津市大将軍一丁目13番２号」を「大津市栗林町１番１

号」に改める。 

   附  則 

この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。 

 

 

大津市立幼稚園保育料等に関する条例の一部を改正する条例を公布する。  

 令和元年９月30日 

大津市長  越    直  美 

大津市条例第41号 

大津市立幼稚園保育料等に関する条例の一部を改正する条例 

大津市立幼稚園保育料等に関する条例（平成27年条例第10号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項中「第36条の35第２号」を「第36条の35第１項第２号」に改める。 

第３条第１項及び第４条中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に、「支給認定保護者」を

「教育・保育給付認定保護者」に改める。 

   附  則 

この条例は、令和元年10月１日から施行する。ただし、第２条第１項の改正規定は、公布の日から施行する。 

 

 

大津市立図書館条例の一部を改正する条例を公布する。  

 令和元年９月30日 

大津市長  越    直  美 

大津市条例第42号 
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大津市立図書館条例の一部を改正する条例 

大津市立図書館条例（昭和56年条例第32号）の一部を次のように改正する。 

第２条に次の１項を加える。 

２ 大津市立図書館に分館を置き、その名称及び位置は次のとおりとする。 

名称 位置 

大津市立図書館南郷分館 大津市南郷一丁目12番13号 

   附  則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 

大津市非常勤消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例を公布する。  

 令和元年９月30日 

大津市長  越    直  美 

大津市条例第43号 

大津市非常勤消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例 

大津市非常勤消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例（昭和40年条例第51号）の一部を次のように

改正する。 

第４条第１号を削り、同条第２号中「禁固」を「禁錮」に、「終るまでの者」を「終わるまで」に、「できな

くなる」を「なくなる」に改め、同号を同条第１号とし、同条第３号中「免職」を「懲戒免職」に改め、同号を

同条第２号とし、同条第４号を同条第３号とする。 

第５条第２項第２号中「前条各号（第３号を除く。）のいずれか」を「前条第１号又は第３号」に改める。 

   附  則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日前にこの条例による改正前の大津市非常勤消防団員の定員、任免、給与、服務等に関す

る条例第５条第２項の規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。 


